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正誤・改正  コース 
ＣＦＰ基本講義  

20年 11月目標 
科目 タックス 20Ｂ・21Ａ 

 

2020年 9月 25日現在 

以下のとおり、誤りがございました。ここにお詫びとともに訂正させていただきます。 
 
【テキスト】 
頁・行 誤 正 

P70 
【確認
問題 1】 

【解 答】 

2,782,000 円 
 

【解 答】 

2,882,000 円 
 

P137 

Ⅰ 各種所得の金額 

給 与 所 得 2,660,000 … 
 

Ⅱ 課税標準 

総 所 得 金 額 8,710,000 … 

   

合  計 15,210,000  
 

Ⅰ 各種所得の金額 

給 与 所 得 2,760,000 … 
 

Ⅱ 課税標準 

総 所 得 金 額 8,810,000 … 

   

合  計 15,310,000  
 

P280 

三行目 

かつ、資本金額が５億円以下の場合に適

用される。 

かつ、課税売上高が５億円以下の場合

に適用される。 

 
【問題集】 

頁・行 誤 

P321 問 36 

（設問 2） 

（3）所得税 
 

② 課税所得金額 

1,020,000円－760,000円（所得控除）＝360,000円 

正 

② 課税所得金額 

1,120,000円－760,000円（所得控除）＝360,000円 

P413 問 163 

5行目～ 

誤 

・第１期 欠損金（繰越可能期間７年間→第８期まで繰越可能） 

3,600千円－600千円（第４期所得）－800千円（第５期所得） 

－300千円（第６期所得）－500千円（第７期所得） 

－400千円（第８期所得）＝1,000千円→切捨て 

・第２期 欠損金（繰越可能期間９年間→第11期まで繰越可能） 

1,500千円－200千円（第10期所得）－700千円（第11期所得） 

＝600千円→切捨て 

正 
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・第１期 欠損金（繰越可能期間９年間→第10期まで繰越可能） 

3,600千円－600千円（第４期所得）－800千円（第５期所得） 

－300千円（第６期所得）－500千円（第７期所得） 

－400千円（第８期所得）－200千円（第10期所得）＝800千円→切捨て 

・第２期 欠損金（繰越可能期間９年間→第11期まで繰越可能） 

1,500千円－700千円（第11期所得） 

＝800 千円→切捨て 

正誤・改正の最新情報はマイページ掲載いたします。 
（TAC WEB SCHOOL よりマイページ登録をお願いいたします。） 


